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国土形成計画における人口減少の捉え方について

（急激な人口減少と人口の地域的偏在について）

 我が国の総人口は2008年の約1億2,800万人を頂点に減少を始め、2025年には約1億2,100万人、

2050年には約9,700万人に減少すると推計される（国立社会保障・人口問題研究所の中位推

計）

 全国を１kmメッシュに区切りそれぞれのメッシュについて2050年の人口推計を行うと、2010

年に人が居住するメッシュのうち約63％のメッシュでは2050年に人口が半分以下になり、

そのうち３分の１のメッシュ（全体の約19％）では人が居住しなくなると推計される（上記

の中位推計をもとにした国土交通省国土政策局の推計結果）

（人口の見通しについて）

 出生率が1.8程度に向上し、さらに、政策効果により人口置換水準（2.07）が達成された場合、

2060年に１億人程度の人口が確保される（まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(2014年12月

27日閣議決定)）
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12,808万人
（2008年ピーク）

総人口
（2014年）

12,708万人

合計特殊出生率

国土形成計画が前提とする人口減少の範囲

（出典）1950年から2013年までの実績値は総務省「国勢調査報告」「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」。推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、厚生労働省「人口動態統計」をもとに国
土交通省国土政策局作成。

（注１）「中位推計」は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」の中位推計（出生中位、死亡中位） 。その他は同推計の年齢別出生率の仮定値と2012年の生命表による生残率を用いた簡易推計による。（「中位推計」と簡易
推計の乖離率を乗じて調整）。各ケースの値はそれぞれの合計特殊出生率の想定にあうよう出生率仮定値を水準調整して試算。

（注２）「人口置換ケース1（フランスの回復ペース）」：2013年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし（合計特殊出生率1.43）、1994～2006年におけるフランスの出生率の変化（1.66から2.00に上昇）の平均年率（0.03）ずつ出生率が
年々上昇し、2035年に人口置換水準（2.07）に達し、その後同じ水準が維持されると仮定した推計。

「人口置換ケース2（日本の回復ペース）」：2013年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし（合計特殊出生率1.43）、2005年～2013年における我が国の出生率の変化（1.26から1.43に上昇）の平均年率（0.02）ずつ出生率が
年々上昇し、2043年に人口置換水準（2.07）に達し、その後同じ水準が維持されると仮定した推計。
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9,100万人程度

2110年頃
【ケース1】
9,500万人程度
【ケース2】
9,000万人程度
でほぼ安定

人口置換ケース１：1994～2006年のフ
ランスの出生率上昇（1.66→2.00）の
ペースで回復し、2035年に2.07に到達

10,900万人程度

合計特殊出生率

（2013年）1.43
※2014年は1.42

人口置換ケース２： 2005年～2013年の
我が国の出生率上昇（1.26→1.43）の
ペースで回復し、2043年に2.07に到達

9,500万人程度

9,708万人

総人口

合計特殊出生率
（右軸）

若年人口

合計特殊出生率【中位推計】（1.35）

合計特殊出生率（2.07）

10,800万人程度

（千人）

社人研中位推計

（年）
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○ 国土形成計画の変更に係る国土審議会では、想定される人口減少の範囲として３パターンの
将来推移を踏まえて議論



国土形成計画における人口減少と人口の地域的偏在
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○ 2050年の我が国を１km２毎地点に区切ると、人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割
以上になると推計

○ 人口規模が小さい市区町村ほど、人口減少率が高くなる傾向。特に、現在人口１万人未満の市区町
村では人口がおよそ半分に減少
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凡例：2010年比での割合
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市区町村の
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全国平均
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約24％

居住地域の２割が無居住化

（出典）総務省「国勢調査報告」、国土交通省国土政策局推計値を基に作成。

無居住化



まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」における人口見通し
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○ まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」では将来人口の見通しについて、合計特殊出生率
が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年には1.6程度）まで上昇すると、2060年の人
口は約1億200万人となり、長期的には9,000万人程度で概ね安定的に推移すると推計



山林地における課題

○ 我が国の森林は国土の約７割、そのうち約６割は個人や会社が所有する私有林で、個々の所有規模は小規模・零細
○ 森林の蓄積は４９億㎥（近年では年間平均で約１億㎥の森林が成長）に達しているが、一方で国産材の利用は森林
の年間成長量を大きく下回っており、森林資源の有効活用が課題

○ 所有者の高齢化・不在村化等により、森林の施業を効率的に行うための集約化に必要な所有者・境界の明確化作業
に多大な労力を要している

在村者・不在村者別私有林面積と割合

※資料：林野庁「木材需給表」
我が国の森林蓄積の推移

5.6 8.0 
13.6 

18.9 23.4 26.5 30.4 
13.3 

13.9 
15.0 

15.9 
17.0 

17.8 
18.6 

18.9 
21.9 

28.6 
34.8 

40.4 
44.3 

49.0 

0

10

20

30

40

50

60

S41

(1966)

51

(76)

61

(86)

H7

(95)

14

(2002)

19

(07)

24

(12)

天然林、その他 人工林
（億ｍ3）

（年）

在村者

1,016万ha

76%
都道府県内在住

195万ha

60%

都道府県外在住

132万ha

40%
不在村者

327万ha

24%

近年は年間平均
１億㎥の増加

木材供給量の推移

資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」
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山林地における課題に対する取組

○ 林業の成長産業化には、施業の低コスト化や大ロットで安定的・効率的に原木を供給できる体制が必要
○ 複数の所有者の森林をとりまとめ、施業を一括して実施する「施業の集約化」を推進するため、平成23年の森林法
の改正（平成24年４月施行）により森林経営計画制度等を措置した他、森林整備地域活動支援交付金等により支援

施業集約化のイメージ 森林整備地域活動支援交付金制度

施業の集約化に必要な所有者・境界の確認、各種調査や間伐実施の森林
所有者の同意取り付けなどにかかる手間暇、経費について支援する制度

≪支援の対象となる活動例≫

※出典：林野庁HP

※出典：林野庁HP
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